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岐阜県ヘルプマーク普及啓発サポーターの登録について 

 

 県では、県民一人ひとりが多様な障がいへの理解を深め、障がい者が生活しやすい社会環境づくりの

推進を図るため、平成２９年８月からヘルプマーク※を導入しています。 

このたび、障がいの特性や必要な配慮を理解し、県と連携してヘルプマークの普及啓発に関する取組

みを企画・実施する県内企業や法人、団体を登録する「岐阜県ヘルプマーク普及啓発サポーター」制度

を創設し、２２団体を登録しましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

記 

 

１ 岐阜県ヘルプマーク普及啓発サポーター（１２月１日登録分） 

  ２２団体（別紙一覧のとおり） 

 

２ 認定要件 

  「岐阜県ヘルプマーク普及啓発サポーター研修（今年度は５月から６月にかけて県内５か所で実

施）」を受講した団体のうち、趣旨を理解し、登録申請書を提出した団体。 

 

 

令和５年１２月１日（金） 岐阜県発表資料 

担 当 課 担 当 係 担 当 者 電話番号 

障害福祉課 社会参加推進係 大塚 弘規 
内線 3482 
直通 058-272-8309 
F A X 058-278-2643 

※ヘルプマーク：難病など外見上障がいがあることが分からない方が、バッグ等に身に付け、 

配慮を必要としていることを知らせるマーク 

 

                                   


